
1 

 

大東市営住宅長寿命化計画改訂業務委託 

公募型プロポーザル実施要領 

 

1. 目的 

大東市（以下「本市」という。）では、厳しい財政状況の中における公共施設等の老朽化

に対応するため、公共施設等の総量の適正化を推進することが喫緊の課題となっている。 

大東市公共施設等総合管理計画によると、本市の公営住宅については、すべての公共施

設の床面積のうち４０．６％を占めている状況にあり、限られた財源の中においては、公

営住宅等の需要に的確に対応することが求められるところである。 

令和５年３月に市営住宅ストックの効率的かつ円滑な更新と維持管理等を図るために大

東市営住宅長寿命化計画（以下「原計画」という。）を策定したところであるが、これらを

鑑み、原計画の一部改訂を実施するものである。 

本業務は、将来にわたり持続可能な市営住宅の管理運営を実現する観点から、公営住宅

を取り巻く状況や市営住宅に対する今後の需要見通しを踏まえた各住宅の在り方を検討

し、本市内の公営住宅の適正な供給目標戸数を設定し、各市営住宅の団地別・住棟別に適

切な用途廃止、費用対効果に優れた改善事業等の手法を検討すること等を主な内容とする

ものである。 

なお、民間ストックや他の福祉施策等を活用することにより、柔軟な住宅セーフティネ

ットの構築をあわせて検討する等、真に住宅の確保に困窮した者に対する居住の安定に十

分に配慮した、実効性のある計画とすることに留意する。 

 

2. 業務の概要 

 (1) 業務名 

大東市営住宅長寿命化計画改訂業務委託 

 (2) 業務内容 

別紙「大東市営住宅長寿命化計画改訂業務委託仕様書」（以下「仕様書」）のとおり 

 (3) 履行期間 

契約締結日の翌日から令和 9 年 3 月 31 日（水）まで 

 (4) 契約上限金額 

金 4,543,000 円（消費税及び地方消費税を含む） 

 (5) 担当課 

大東市 都市経営部 市営住宅管理課 

  住所 

電話 

電子メール 

：〒574-8555 大東市谷川 1 丁目 1 番 1 号 

：072-870-0480 

：kenchiku@city.daito.lg.jp 
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3. 実施方法 

  公募型プロポーザル方式 

 

4. 参加資格要件 

 次の要件をすべて満たす法人とする。 

 (1) 地方自治法施行令第 167 条の４の規定に該当するものでないこと。 

 (2) 大東市暴力団排除条例第７条各号に該当するものでないこと。 

 (3) 会社更生法・民事再生法の規定に基づき、更生または再生手続きを開始していない

もの。 

 (4) 大東市入札参加資格停止要綱に基づく入札参加資格停止を受けていないこと。 

 (5) 国税及び地方税を滞納していないもの。 

 (6) 政治活動、宗教活動を主たる目的としているものでないこと。 

 (7) 共同事業体にあっては、一の代表構成員と一以上の構成員により構成されるもの

とし、以下の全ての条件を満たしていること。 

ア 全ての構成員が、上記(1)から(7)に掲げる条件を満たしていること。 

イ 構成員が本案件における他の共同事業体の構成員として、又は単独により本

プロポーザルに参加していないこと。 

ウ 構成員が代表構成員に発注者及び監督官庁等と折衝する行為等を委任してい

ること。 

エ 本プロポーザルの参加表明書の提出時より前に、共同事業体を成立させてい

ること。 

オ 業務完了時まで、代表構成員の変更がないこと。 

カ 本プロポーザルの参加表明書類の提出時から契約締結時までは、構成員の変

更がないこと。 

   

 

5. スケジュール予定 

 (1) 公募の開始 ：令和 8 年 2 月 12 日（木） 

 (2) 質問事項の提出期限 ：令和 8 年 2 月 26 日（木）17 時まで 

 (3) 質問事項に対する回答 ：令和 8 年 3 月 2 日（月） 

 (4) 企画提案書等の提出期限 ：令和 8 年 3 月 10 日（火）17 時まで 

 (5) 審査日（プレゼン） ：令和 8 年 3 月 12 日(木)予定（後日通知予定） 

 (6) 結果通知 ：令和 8 年 3 月下旬発送予定 
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6. 質問受付及び回答 

 (1) 質問受付  

  ア 受付期限 ：令和 8 年 2 月 26 日（木）17 時まで 

  イ 提出先 ：本要領 2. (5)担当課宛て 

  ウ 提出方法 ：電子メール 

  エ 記載事項 ：質問者の団体名、部署、氏名、連絡先電話番号、質問内容 

  オ 留意事項 

   ・質問書は任意様式とする。 

・電子メール以外での質問は受け付けない。 

・電子メールの標題は「大東市営住宅長寿命化計画改訂業務委託仕様書に関す

る質問（事業者名）」とすること。 

・評価及び審査に関する質問には回答しない。 

・質問書の内容に疑義が生じた場合は、本市より質問者へ問合せをする場合が

ある。 

 (2) 回答  

  ア 回答日 ：令和８年 3 月 2 日（月） 

  イ 回答方法 ：本市ホームページに回答を掲載する。 

  ウ 留意点  

   ・仕様書等に関する質問の回答は、仕様書等の記載内容の追加又は修正とみな

す。 

・同趣旨の質問が複数あった場合は、まとめて回答する。 

・質問者の名称等については公表しない。 

 

7. 企画提案書、見積価格提案書等の提出 

  本プロポーザルへの参加を希望する者は、企画提案書、見積価格提案書等を以下に

より提出すること。 

 (1) 企画提案書、見積価格提案書等の提出 

  ア 提出期限 ：令和８年 3 月 10 日（火）17 時まで 

  イ 提出先 ：本要領 2. (5)担当課宛て 

  ウ 提出方法  

   ・郵送・宅配の場合は、書留郵便等配達の記録が確実に残る方法により送付す

ること。なお、事故等による未着について本市では責任を負わない。 

・持参の場合の受付時間は、土日祝日を除く午前９時から午後５時までとし、

持参予定時刻を事前に担当課宛てに連絡すること。 

  エ 提出書類  

   ①企画提案書等提出届（様式第 1 号） ：1 部 
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   ②会社概要書・共同事業体届出書（様式第 2 号） ：1 部 

   ③業務実施体制調書（様式第 3 号） ：正本 1 部、副本 5 部 

   ④企画提案書（任意様式、原則 A4 サイズ） ：正本 1 部、副本 5 部 

   ⑤管理責任者・担当者調書（様式第 4 号） ：正本 1 部、副本 5 部 

   ⑥業務工程表（任意様式、A4 サイズ） ：正本 1 部、副本 5 部 

   ⑦見積価格提案書（任意様式、A4 サイズ） ：正本 1 部、副本 5 部 

   ※③⑤の副本は氏名を空欄とすること 

 (2) 企画提案書、見積価格提案書等の作成方法 

  ＜企画提案書＞ 

  ア 提出様式 

  様式は任意とするが、Ａ4 片面 10 枚以内で作成すること。 

  イ 記載内容 

  仕様書を熟読の上、下記の項目について簡潔に取りまとめること。 

   ①業務実施方針 

   ②業務の着眼点・企画提案 

   ③業務スケジュール・業務の執行体制 

   ④その他、本業務の効果的な実施に資する独自の工夫等 

   ⑤類似事業の実績 

  ウ 留意事項 

   ・正本にのみ事業者名を記載して押印し、副本には提案者が特定できる名称、

ロゴマーク等を使用しないこと。 

・提案書には目次を付し、各ページにはページ番号を表示すること。 

・本市は提出された提案書に基づき評価を行うため、提案書には評価項目に対

する提案内容を漏れなく記載すること。また、提案書の内容は、見積金額の

範囲内で提案者が実現できる内容とすること。 

・提案書には、難解な語句等に注釈や解説を加え、必要に応じて図表等を用い

る等、可能な限り簡潔かつ明瞭で専門的な知識を持たない者でも理解しやす

い表現で記述すること。 

・仕様書等の全面的な引用又は「仕様書のとおり」といった記述に終始しない

こと。 

・他の提案者が提案すると想定する方式等との比較を具体的に記述するなど、

本市が的確に評価できるように工夫すること。 

・実現方法や対応策等について、複数の内容を提案する場合は、本業務におい

てすべての提案を実施するのか、又は選択して実施するのかを明記するこ

と。なお、選択して実施する場合は、そのメリットやデメリット、制限事項

等、本市がいずれかの方法等を選択する際の判断要素について、関連する他
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の提案内容と齟齬のないよう留意のうえ記述すること。 

  ＜見積価格提案書＞ 

  ア 提出様式：様式は任意とする。 

  イ 留意事項 

   ・正本にのみ事業者名を記載して押印し、副本には提案者が特定できる名称、

ロゴマーク等を使用しないこと。 

・提案した内容で業務を行う前提で見積もること（消費税及び地方消費税を含

む）。 

 (3) 留意事項 

  ・本要領及び様式における「管理責任者」は、仕様書における「主任技術者」と同

一である。 

 

8. 審査方法 

 (1) 契約候補者の特定 

  提案のあった企画提案書を本市が総合的な視点で採点、順位付けを行い、最も優

秀な企画を提案した事業者を契約候補者として選定する。契約候補者の特定にあ

たり、本市において審査会を設置し、提案書等について、評価項目に基づき評価す

る。ただし、審査員の評価点数の平均が 60 点未満のものとの契約は行わない。 

  ［評価項目及び配点］ 【100 点満点】 

  評価項目 評価基準 配点 

  事業目的の適合性（10） 事業目的の理解度 10 

  提案内容の妥当性（70） 企画内容 50 

  実施スケジュール 10 

  見積書 10 

  実施体制（10） 実施体制と人員配置 10 

  類似業務の実績（10） 業務実績 10 

  本業務の募集、選定において、最優秀提案に選定された提案内容を基に、業務を

行うものとするが、受注者からの提案内容によっては、双方協議の上、提案内容の

一部を変更し、実施することができるものとする。 

   ※プレゼンテーションの説明は、契約締結後に管理責任者となる予定の者が行

い、質疑回答は他の者が行うことも可能とする。会場に入室できるのは３名

以内とし、会社名を表示した衣類やバッチ等、会社名を特定できるものは身

に着けないこと。 

※プレゼンテーションの時間は１者あたり 15 分以内、質疑応答 20 分以内と

する。使用する説明資料は、提出された企画提案書のみとし、新たな説明資

料を追加することはできない。詳細は別途通知する。 
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※応募多数の場合は、企画提案書等による書類選考により、プレゼンテーショ

ン対象となる提案者の選考を行う場合がある。書類選考の結果、プレゼンテ

ーション対象とならなかった提案者に対しては、電子メール及び書面により

通知する。 

 (2) 審査の除外 

  次のいずれかに該当する場合には、提出された企画提案書等を無効とし、本プロ

ポーザルへの参加資格を失うものとする。なお、契約候補者が、参加資格を失った

場合には、次順位の者と手続を行う。 

  ・提出書類について、定められた体裁、提出様式の記載すべき事項等に適合しない

場合 

・見積価格（税込）が契約上限金額を上回っている場合 

・提出期限を過ぎて提出された場合・提出書類に虚偽の記載があった場合 

・審査の公平性を害する行為があった場合 

・本要領 4.に示す参加資格要件を満たしていない場合 

 (3) 結果通知 

  ・すべての提案者に審査の結果を電子メールにより通知する。また、契約締結後、

受注者を本市ホームページで公表する。 

・特定結果に関する異議申し立て、プロポーザル参加者に関する情報、他の提案者

の企画提案に関する情報、プロポーザルの各評価基準の得点の内訳等に関する

問い合わせは受け付けない。 

 

9. 契約締結 

 (1) 契約候補者との協議等 

  本市は、契約候補者と業務の内容及び契約条件の詳細について協議し、仕様書を

作成のうえ、見積書を徴収し、契約上限金額の範囲内であれば、地方自治法施行令

第 167 条の２第１項第２号の規定により随意契約を行う。なお、提出された提案

書等の内容について、書面通りの実施が難しい情勢等から、提案内容の一部の変更

を協議する場合がある。契約候補者との協議が不成立の場合は、次点の者を契約候

補者として協議を行うものとする。 

 (2) 契約保証金 

  大東市契約規則第 31 条第 2 項により、本契約を履行しないこととなる恐れがな

いと認められるときなどは、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。 

 (3) 委託費の支払い 

  支払い回数及び支払時期は、業務完了後一括払いとする。 
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10. 再公募 

 (1) 公募の結果、次のいずれかに該当するに至った場合は、募集条件等を変更した上

で、再度の公募（以下「再公募」という。）を行うものとする。 

  ・公募期間内に参加希望者がなかったとき。 

・参加希望者が１団体のみであったとき。 

・審査委員会による審査の結果、提案者すべてが候補者としての基準を満たさなか

ったとき。 

 (2) 再公募を行ったにもかかわらず、参加希望者が１団体のみであるときは、改めて公

募を行わず、当該参加希望者について候補者となるかどうかの資格審査を行うも

のとする。 

   

   

   

11. 留意事項 

 (1) 提出書類の作成、提出等、企画提案に係る費用は、提案者の負担とする。 

 (2) 契約候補者に特定されなかった提案者の企画提案書及び見積価格提案書は返却し

ないものとする。 

 (3) 本市は提出された資料について、本業務の受託候補者の選定以外に提案者に無断

で使用しない。 

 (4) 提出期日以降における提出書類の差替え及び再提出は認めない。なお、提出書類以

外に審査に必要な書類の提出を本市から求める場合がある。 

 (5) 本業務の受注者は、受注者が行う業務を一括して第三者に委託し、又は請け負わせ

る事はできない。ただし、業務を効率的かつ有効に行う上で必要と思われる場合に

は、本市と協議の上、あらかじめ承認を受けて業務の一部を委託することができ

る。 

 (6) 本業務に実施にあたっては、労働基準法、労働関係調整法、最低賃金法、著作権法、

その他の関係法令を遵守すること。 

 


